
等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和 ８ 年 ４ 月 １ 日現在）

行政職給料表（一）

（人） （%） 職名 （人） （人） （%） 段階

グループ員（主事） 93

正機関員（主事） 6

副機関員（主事） 13

隊員 35

グループ員（主事補） 37

計  184

グループ員（主事） 113

副分隊⾧（主事） 4

正機関員（主事） 11

消防職員 1

副機関員（主事） 1

計  130

分隊⾧（主任補） 2

グループ員（主任補） 63

副分隊⾧（主任補） 6

計  71

消防職員 1

グループ員（主任） 140

正機関員（主任） 1

分隊⾧（主任） 5

副分駐所⾧ 1

副分隊⾧（主任） 8

庶務係⾧ 7

計  163

係⾧ 5

グループ⾧ 74

専門員 6

救助隊⾧ 1

予防査察係⾧ 1

消防団係⾧ 1

分駐所⾧ 1

グループ員（総括主任） 34

下水道接続営業特命総括主任 1
まちなか再生戦略特命総括主任 1
公文書・ドキュメント管理適正化・

押印廃止推進特命総括主任
1

甑島自然保全観光戦略特命総括主任 1
上下水道経営改善特命総括主任 1

外国人材政策特命総括主任 1

債権整理総括特命総括主任 1
藺牟田池保全観光戦略特命総括主任 1

計  131

18.8

130 13.4

71 7.3

（２）総括主任の職務

等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 合計 職制上の段階

131 13.5

56

グ

ル
ー

プ

員

級

グ

ル
ー

プ

⾧

級

548

184

等級

１級

２級

４級

（１）主事補の職務

（２）主事（２級に掲げる主事を除く。）の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う

主事の職務

294 30.3

３級 主任補の職務

（１）主任の職務



（人） （%） 職名 （人） （人） （%） 段階
等級別基準職務表に規定する基準となる職務

合計 合計 職制上の段階
等級

課⾧代理 52

園⾧（参事補） 3

副署⾧ 6

副分署⾧ 3

所⾧代理 1

室⾧代理 3

局⾧代理 3

事務⾧（参事補） 4

主幹 112

館⾧代理 1

グループ⾧ 3

専門員 9

部局総括機能充実特命主幹 1
スマイルアクション政策推進特命主幹 1

訓練・防災広報特命主幹 1

川内港整備特命主幹 1
コミュニティ交通持続化・

都市機能拠点基盤確保特命主幹
1

広告営業企画特命主幹 1
公共施設マネジメント計画企画特命主幹 1

市民の声広聴特命主幹 1

職員研修企画特命主幹 1

重複業務解消特命主幹 1

副分署⾧ 1

シティセールス広報特命主幹 1
社会福祉協議会経営戦略企画特命主幹 1
医療介護サービス維持企画特命主幹 1
業務効率化・

庁内ナレッジマネジメント特命主幹
1

窓口ワンストップ化・

アウトソーシング推進特命主幹
1

自治組織持続化・地域ＩＣＴ企画特命主幹 1

大型事業企画調整特命主幹 1

財源確保総括特命主幹 1
入来麓地区保存観光戦略特命主幹 1

広報特命主幹 1

計  200

課⾧ 46

局⾧（参事） 3

支所⾧ 5

所⾧ 1

専門職 1

署⾧ 3

分署⾧ 2

室⾧（参事） 5

秘書担当課⾧（管手対象外） 1
保健師統括担当課⾧（管手対象外） 1

施設担当課⾧（管手対象外） 1

港湾担当課⾧（管手対象外） 1
指導担当課⾧（主任指導主事） 1

技術担当課⾧（管手対象外） 1

教育担当課⾧（管手対象外） 1
文化財担当課⾧（管手対象外） 1
ダイバーシティ政策担当課⾧（管手対象外） 1
市役所改革担当課⾧（管手対象外） 1
工事検査担当室⾧（管手対象外） 1

計  77

20.6

77

200 20.6

77 7.9

課

⾧

代

理

級

課

⾧

級

200

7.9

５級 参事補の職務

６級 参事の職務



（人） （%） 職名 （人） （人） （%） 段階
等級別基準職務表に規定する基準となる職務

合計 合計 職制上の段階
等級

部⾧ 9

局⾧ 3

次⾧（東部担当） 1

次⾧（甑島担当） 1

次⾧（危機管理担当） 1

産業戦略監 1

次⾧（建設インフラ担当） 1

計  17

合計 973 100.0

行政職給料表（二）

（人） （%） 職名 （人） （人） （%） 段階

計  0

計  0

計  0

グループ員（主事） 1

計  1

グループ員（主事） 17

計  17

合計 18 100

※ 再任用フルタイム職員を含む。

1717 1.7

部

⾧

級

1.7７級 参与の職務

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 合計 職制上の段階

100

グ

ル
ー

プ

員

0

18３級
相当高度の技能又は経験を有する若しくは相当困

難な業務を行う技能労務職員の職務
0 0

１級 技能労務職員の職務 0 0

２級 相当の技能又は経験を有する技能労務職員の職務 0

４級
高度の技能又は経験を有する若しくは困難な業務

を行う技能労務職員の職務
1 5.6

５級
特に高度の技能又は経験を有する若しくは特に困

難な業務を行う技能労務職員の職務
17 94.4



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和 ８ 年 ４ 月 １ 日現在）

医療職給料表（一）

（人） （%） 職名 （人） （人） （%） 段階

所⾧（医師） 0

計  0

計  0

次⾧（医師） 1

計  1

所⾧（医師） 3

所⾧（歯科医師） 1

計  4

計  0

合計 5 100

医療職給料表（二）

（人） （%） 職名 （人） （人） （%） 段階

所員 0

計  0

所員 2

計  2

計  0

所員

計  0

所員 1

計  1

合計 3 100

医療職給料表（三）

（人） （%） 職名 （人） （人） （%） 段階

所員 1

計  1

所員 17

計  17

看護師⾧ 2

所員 9

計  11

計  0

合計 29 100

※ 再任用フルタイム職員を含む。

次

⾧

級

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 合計 職制上の段階

（１） 高度の知識又は⾧期の経験を有する医師又

は歯科医師の職務

（２） 診療所の所⾧の職務

（３） 歯科診療所の所⾧の職務

4

20２級
相当の知識又は経験を有する医師又は歯科医師の職

務
0 0

３級
相当高度の知識又は経験を有する医師又は歯科医師

の職務
1 20

１級 医師又は歯科医師の職務 0 0

1

所

⾧

級

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 合計 職制上の段階

80

５級
特に高度の知識又は⾧期の経験を有する診療所の所

⾧の職務
0 0 0 0

４級 4 80

100
所

員

４級

（１） 経験を有する歯科衛生士、歯科技工士、診

療放射線技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療

法士等の職務

（２） 経験を有する薬剤師又は獣医師の職務

0 0

２級

（１） 歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技

師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士等の職

務

（２） 薬剤師又は獣医師の職務

2 66.7

３級

（１） 経験を有する歯科衛生士、歯科技工士、診

療放射線技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療

法士等の職務

（２） 経験を有する薬剤師又は獣医師の職務

0 0

１級

（１） 歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技

師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士等の職

務

（２） 薬剤師又は獣医師の職務

５級

（１） ⾧期の経験を有する歯科衛生士、歯科技工

士、診療放射線技師、衛生検査技師、理学療法士、

作業療法士等の職務

（２） ⾧期の経験を有する薬剤師又は獣医師の職

務

1 33.3

3

0 0

29

４級 経験を有する看護師⾧又は助産師⾧の職務

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 合計 職制上の段階

0 0

100

所

員

等

２級
経験を有する准看護師又は看護師若しくは助産師の

職務
17 58.6

３級
経験を有する看護師若しくは助産師又は看護師⾧若

しくは助産師⾧の職務
11 37.9

１級 准看護師の職務 1 3.5


